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待
機
児
童

の

解

消

問
　

経
済
危
機
に
よ
り
、
可
処

分
所
得
が
減
少
し
、
働
き
に
出

る
子
育
て
家
庭
が
増
え
て
い
る
。

そ
れ
に
伴
い
保
育
園
を
利
用
し

た
い
人
が
増
加
し
て
い
る
が
、
施

設
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
や
む

を
得
ず
待
機
を
強
い
ら
れ
て
い

る
。
市
長
は
待
機
児
童
ゼ
ロ
を

選
挙
公
約
と
し
て
当
選
し
た
が
、

ど
う
し
て
い
く
の
か
。

　

ま
た
、
待
機
児
童
解
消
の
た

め
に
保
育
園
を
増
設
し
た
場
合
、

児
童
が
減
少
し
た
時
に
は
、
増

設
し
た
施
設
が
余
っ
て
し
ま
う
。

学
校
の
空
き
教
室
等
を
有
効
活

用
す
る
考
え
は
な
い
の
か
。

平成22年 4月に新設された保育園

答
　

平
成
22
年
４
月
に
保
育
園

を
２
園
新
設
す
る
と
共
に
、
既

存
保
育
園
の
増
改
築
や
分
園
に

よ
り
、
定
員
枠
を
拡
大
し
て
い

く
。
今
後
は
、
公
立
保
育
園
の

定
員
弾
力
化
に
よ
る
受
け
入
れ

枠
の
拡
大
な
ど
に
努
め
て
い
く

が
、
新
た
な
待
機
児
童
を
生
み

出
さ
な
い
た
め
に
私
立
保
育
園

で
の
一
時
預
か
り
保
育
の
拡
充

な
ど
の
他
に
、
利
用
者
が
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
得
ら
れ
る
相
談

体
制
や
情
報
提
供
等
の
充
実
に

努
め
て
い
く
。

　

ま
た
、
待
機
児
童
が
い
る
地

域
で
、
公
共
施
設
の
空
き
等
を

活
用
し
、
分
園
や
小
規
模
保
育

園
を
作
っ
た
場
合
、
待
機
児
童

減
少
時
に
は
、
施
設
を
閉
鎖
で

き
る
よ
う
な
柔
軟
施
策
を
取
り

入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
22
年
度

早
々
に
は
検
討
に
入
り
た
い
。

産
業
振
興

問
　

首
長
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
や
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
等

を
活
用
し
て
、
様
々
な
シ
テ
ィ

セ
ー
ル
ス
を
行
っ
て
い
る
地
方

自
治
体
が
全
国
に
あ
る
。
経
済

の
振
興
に
は
、
た
だ
補
助
金
を

支
出
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人

材
育
成
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要

で
あ
る
。
市
長
は
施
政
方
針
の

中
で
、
起
業
家
へ
の
支
援
や
地

場
産
業
の
育
成
等
を
掲
げ
て
い

る
が
、
企
業
経
営
者
と
し
て
の

手
腕
や
能
力
を
ど
の
よ
う
に
生

か
し
て
い
く
の
か
。

答
　

企
業
経
営
な
ん
で
も
相
談

窓
口
の
開
設
、
起
業
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
制
度
な
ど
、
引
き
続
き
起

業
者
を
支
援
す
る
他
、
民
間
な

ら
で
は
の
発
想
や
経
営
能
力
等

を
生
か
す
た
め
、
経
済
対
策
担

当
理
事
と
し
て
、
企
業
経
営
経

験
者
等
を
招
き
た
い
。

　

今
後
も
様
々
な
経
済
支
援
策

を
総
合
的
に
進
め
、
企
業
の
成

長
と
雇
用
の
拡
大
を
図
り
、
地

域
に
活
力
を
与
え
て
い
き
た
い
。

財
政
状
況

の

認

識

問
　

百
年
に
一
度
と
言
わ
れ
る

未
曽
有
の
経
済
不
況
に
よ
り
、

本
市
の
予
算
編
成
に
お
い
て
も
、

子
育
て
支
援
や
地
場
産
業
の
活

性
化
な
ど
が
大
変
厳
し
い
状
況

と
な
っ
て
い
る
。
市
民
生
活
に

関
連
す
る
事
業
の
削
減
は
市
民

の
不
満
へ
と
つ
な
が
る
。
厳
し

い
財
政
状
況
の
中
で
公
約
の
実

現
は
当
然
だ
が
、
ど
の
よ
う
な

行
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
の
か
。

答
　

公
約
は
市
民
と
の
約
束
で

あ
り
、
実
現
に
向
け
努
力
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

平
成
22
年
度
予
算
に
お
い
て

は
市
税
収
入
の
大
幅
な
落
ち
込

み
と
扶
助
費
の
急
増
の
中
で
、
学

校
の
耐
震
改
修
や
保
育
園
整
備

な
ど
、
市
民
生
活
に
密
着
し
た

課
題
を
最
優
先
に
考
え
予
算
措

置
を
し
た
。

　

財
政
環
境
が
厳
し
い
中
、
よ

り
効
果
的
・
効
率
的
な
行
財
政

運
営
を
行
う
た
め
、
事
業
の
見

直
し
や
市
民
ニ
ー
ズ
の
反
映
な

ど
、
新
た
な
仕
組
み
づ
く
り
が

必
要
と
考
え
、
現
在
、
関
係
部

署
と
調
整
を
行
っ
て
い
る
。

　

市
民
本
位
、
市
民
目
線
、
市

民
発
の
立
場
に
立
っ
て
、
市
民

の
将
来
に
資
す
る
よ
う
、
優
先

順
位
を
考
え
な
が
ら
予
算
化
し
、

着
実
に
執
行
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

う
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
　

平
成
22
年
度
は
、
北
部
区

間
の
整
備
と
し
て
、
残
っ
て

い
る
２
橋
の
工
事
を
完
了
さ
せ
、

歩
道
部
に
公
共
下
水
道
・
水
道
・

ガ
ス
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整

備
な
ど
道
路
の
先
行
的
な
築
造

工
事
を
積
極
的
に
進
め
て
い
き

た
い
。

　

こ
の
道
路
の
供
用
に
つ
い
て

は
、
多
く
の
市
民
が
望
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
、
事
業
区
間
全
線
、

あ
る
い
は
、
部
分
的
な
供
用
も

含
め
、
早
期
に
実
現
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

今
後
は
、
工
事
の
進
捗
状
況
、

沿
道
を
含
め
た
周
辺
住
民
の
安

全
・
安
心
の
確
保
、
周
辺
道
路

に
及
ぼ
す
交
通
状
況
等
を
踏
ま

え
、
多
く
の
市
民
の
意
見
も
聞

き
な
が
ら
判
断
し
て
い
き
た
い
。

東

京

外

郭

環

状

道

路

問
　

東
京
外
郭
環
状
道
路
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
、
未
買
収

地
の
取
得
や
環
境
等
に
十
分
配

慮
し
た
工
事
の
推
進
に
取
り
組

ん
で
い
く
よ
う
、
国
へ
働
き
か

け
て
い
く
と
の
こ
と
だ
が
、
ど

の
よ
う
に
働
き
か
け
る
の
か
。

答
　

事
業
者
で
あ
る
首
都
国
道

事
務
所
や
東
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社
へ
は
、
市
長
に
着
任
後
、

口
頭
で
早
期
の
供
用
開
始
を
要

望
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
小
塚
山
公
園

部
分
や
鉄
道
交
差
部
な
ど
で
は
、

本
格
的
な
工
事
が
進
め
ら
れ
、
一

部
区
間
で
は
暫
定
開
通
も
行
わ

れ
る
な
ど
、
遠
く
な
い
時
期
に
、

市
内
各
所
で
本
体
工
事
が
始
ま

る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
道
路
に
つ
い
て

は
、
地
域
分
断
の
課
題
も
提
起
さ

れ
て
い
る
た
め
、
今
後
は
、
地

域
の
ニ
ー
ズ
も
見
極
め
て
国
へ

要
望
等
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

進
検
討
委
員
会
を
組
織
し
、
事

業
化
に
向
け
た
調
査
を
進
め
て

い
る
。
昨
今
の
景
気
状
況
で
は
、

沿
線
の
土
地
区
画
整
理
事
業
な

ど
に
よ
る
大
規
模
な
需
要
創
出

は
難
し
い
面
も
あ
る
が
、
今
後

の
景
気
好
転
を
見
据
え
て
検
討

し
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
北
東
部
の
新
駅
設
置

に
つ
い
て
は
、
同
委
員
会
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

と
の
交
差
部
に
新
駅
を
設
置
す

る
場
合
に
は
、
設
置
し
な
い
場

合
に
比
べ
、
利
用
者
の
増
加
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
沿
線

の
開
発
状
況
を
見
極
め
な
が
ら

検
討
し
て
い
き
た
い
。

都
市
計
画
道
路

３
・
４
・
18
号

問
　

都
市
計
画
道
路
３
・
４
・

18
号
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

事
業
に
協
力
を
し
て
き
た
北
部

地
域
の
人
々
の
思
い
を
考
え
れ

ば
、
八
方
橋
か
ら
本
北
方
橋
ま

で
の
区
間
の
整
備
を
積
極
的
に

進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

早
期
に
地
元
が
使
用
で
き
る
よ

代表質疑
　市川市議会では、毎年２月定例会で会派の代表が会派独自の立場から質疑をする代表質疑を行っ

ています。代表質疑の対象は、市長の施政方針と新年度予算の内容及びこれに関連する条例案で、

質疑時間は、会派の均等割り時間 60 分に所属議員数× 15 分を加えた時間（３人に満たない会派

は議員１人につき 20 分）です。この中から会派が指定した項目の主な内容を掲載しました。

※４月１日付けで会派の変更がありましたが、ここでは代表質疑時の会派で掲載しています。

工事が進む東京外郭環状道路

ニ
ュ
ー
ガ
バ
ナ
ン
ス

鈴
木　

啓
一　
　

プ
リ
テ
ィ
長
嶋

坂
下
し
げ
き　
　

宮
田
か
つ
み

自

由

ク

ラ

ブ

増
田　

三
郎　
　

中
山　

幸
紀

加
藤　

武
央　
　

五
関　
　

貞

井
上　

義
勝　
　

高
安　

紘
一

待

機

児

童

の

解

消

問
　

保
育
園
の
待
機
児
童
解
消

へ
の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、

公
立
保
育
園
で
定
員
の
弾
力
化

に
よ
る
運
営
を
図
っ
て
い
く
と

の
こ
と
だ
が
、
具
体
的
に
は
、
ど

う
取
り
組
む
の
か
。

答
　

具
体
的
に
は
、
国
が
定
め

る
面
積
基
準
に
余
裕
の
あ
る
公

立
保
育
園
で
待
機
児
童
が
発
生

し
て
い
る
場
合
、
現
在
の
保
育

環
境
を
低
下
さ
せ
な
い
よ
う
現

状
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て

保
育
士
を
配
置
す
る
な
ど
、
保

育
の
質
を
確
保
し
な
が
ら
入
所

児
童
を
増
や
し
て
い
く
取
り
組

み
を
行
う
。

　

保
育
園
の
定
員
の
弾
力
化
を

行
う
場
合
は
、
保
育
室
の
面
積

に
余
裕
が
あ
る
こ
と
、
人
の
手

配
が
出
来
て
い
る
こ
と
、
そ
の

エ
リ
ア
で
需
要
が
あ
る
こ
と
等

の
要
件
が
あ
る
。

す
こ
と
に
つ
い
て
、
子
ど
も
手

当
支
給
の
影
響
を
考
慮
し
、
慎

重
に
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

　

平
成
22
年
度
に
つ
い
て
は
、
給

食
食
材
の
現
物
支
給
は
継
続
さ

せ
て
い
く
が
、
今
後
は
、
市
民

へ
の
意
向
調
査
の
結
果
等
も
参

考
に
し
な
が
ら
、
行
政
経
営
会

議
や
新
た
に
設
置
さ
れ
る
市
政

戦
略
会
議
な
ど
に
も
諮
り
、
方

向
性
を
見
定
め
て
い
き
た
い
。

東
京
10
号
線

延

伸

新

線

問
　

本
市
の
街
づ
く
り
に
つ
い

て
は
、
も
う
一
度
見
極
め
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。
市
の
北

西
部
や
北
東
部
に
は
市
街
化
調

整
区
域
も
あ
る
。
そ
う
い
う
状

況
を
踏
ま
え
、
東
京
10
号
線
延

伸
計
画
や
北
東
部
新
駅
整
備
計

画
に
つ
い
て
、
市
と
し
て
ど
う

考
え
て
い
る
の
か
、
見
解
を
問
う
。

答
　

延
伸
新
線
の
開
通
に
つ
い

て
は
、
既
存
鉄
道
路
線
の
混
雑

を
緩
和
す
る
等
の
効
果
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
県
も
含

め
て
東
京
10
号
線
延
伸
新
線
促

　

そ
の
た
め
、
全
て
の
公
立
保

育
園
で
出
来
る
と
い
う
訳
で
は

な
い
が
、
待
機
児
童
の
解
消
に

向
け
、
児
童
の
受
け
入
れ
拡
大

に
努
め
て
い
き
た
い
。

給

食

費

の

無

料

化

問
　

国
で
は
、
子
ど
も
手
当
を

給
食
費
に
充
て
る
考
え
も
示
し

て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の

場
合
、
市
は
給
食
費
の
無
料
化

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
対
応

し
て
い
く
の
か
。

答
　

子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
国
会
で
審
議
中
で
あ
る

が
、
給
食
費
の
滞
納
分
に
は
充

て
る
こ
と
は
出
来
な
い
状
況
で

あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
法
案
が
可
決

さ
れ
た
場
合
、
子
育
て
世
代
の

家
庭
へ
、
国
の
施
策
と
し
て
経

済
的
支
援
が
さ
れ
る
た
め
、
子

ど
も
手
当
と
目
的
を
同
じ
と
す

る
学
校
給
食
の
無
料
化
を
目
指


